
農 

業

◆
◆
◆

親
元
就
農
を
支
援
し
ま
す

有
田
川
町
農
業
経
営
継
承
者
支
援
事
業

農
業
経
営
を
継
承
す
る
た
め
就
農
し
た

直
後
の
新
た
な
就
農
者
に
対
し
、
有
田
川

町
農
業
経
営
継
承
者
支
援
事
業
助
成
金
を

交
付
し
ま
す
。

●
対
象
者
／
次
の
①
か
ら
⑥
の
要
件
を
全

て
満
た
す
者

①
就
農
者
の
申
請
日
に
お
け
る
年
齢
が
18

歳
以
上
30
歳
未
満
で
あ
り
、
1
年
以
内

に
農
業
経
営
を
継
承
す
る
た
め
就
農
し

た
者
。

②
町
内
に
住
所
を
有
し
、
か
つ
、
町
内
に

お
い
て
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経

営
を
今
後
10
年
以
上
継
続
し
て
行
い
、

ま
た
地
域
農
業
の
中
心
的
な
役
割
を
担

う
こ
と
に
つ
い
て
強
い
意
欲
を
有
し
て

い
る
者
。

③
青
年
等
就
農
計
画
を
町
が
認
定
し
た
者

で
あ
る
こ
と
。
も
し
く
は
、
認
定
農
業

者
の
子
ま
た
は
孫
（
※
1
）（
※
2
）

で
あ
り
、
か
つ
青
年
等
就
農
計
画
と
同

等
の
書
類
を
作
成
し
町
に
提
出
し
た

者
。

　

な
お
、
一
戸
一
法
人
（
原
則
と
し
て
世

帯
員
の
み
で
構
成
さ
れ
る
法
人
）
以
外

の
農
業
法
人
を
継
承
す
る
場
合
は
交
付

の
対
象
外
。

※
1 

当
該
認
定
農
業
者
が
法
人
で
あ

る
場
合
は
、
構
成
員
の
う
ち
農
業
に

従
事
す
る
者
の
子
ま
た
は
孫
を
含

む
。

※
2 

子
等
に
代
わ
っ
て
そ
の
配
偶
者

が
農
業
に
従
事
す
る
と
き
は
、
当
該

配
偶
者
を
子
等
と
み
な
す
。

④
年
間
1
5
0
日
以
上
か
つ
、
年
間

1
2
0
0
時
間
以
上
の
農
業
従
事
を

行
う
者
。

⑤
国
・
県
な
ど
が
実
施
す
る
同
様
の
事
業

に
よ
る
補
助
金
、
交
付
金
そ
の
他
の
給

付
金
な
ど
を
受
け
な
い
者
。

⑥
町
税
の
滞
納
の
な
い
世
帯

●
助
成
額
／
1
人
当
た
り
年
間
50
万
円
を

上
限
と
し
ま
す
。
交
付
期
間
は
2
年
を

限
度
と
し
ま
す
。

●
申
請
受
付
期
間
／
8
月
3
日
（
月
）
～

9
月
30
日
（
水
）

●
受
け
付
け
方
法
／
産
業
課
窓
口
ま
で
申

請
書
を
提
出

※
後
日
、
審
査
が
あ
り
ま
す
。

※
そ
の
他
詳
細
、
申
請
書
様
式
は
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申 

問

産
業
課
（
金
屋
庁
舎
）

農
業
研
修
生
な
ど
を
年
間
雇
用
で

受
け
入
れ
育
成
す
る
農
業
者
募
集

町
の
農
業
後
継
者
育
成
支
援
と
受
け
入

れ
体
制
強
化
を
行
う
こ
と
で
、
雇
用
就
農

者
の
確
保
・
定
着
を
目
的
と
し
て
、
町
の

農
業
振
興
、
後
継
者
と
労
働
者
不
足
・
耕

作
放
棄
地
な
ど
の
課
題
解
決
、
雇
用
と
研

殿
地
域 

②
徳
田
地
区 

③
吉
見
地
区 

④

熊
井
・
奥
地
区 

⑤
吉
原
地
区

●
簡
易
排
水
処
理
事
業
実
施
地
区
／
栗
林

地
区

●
増
減
理
由
の
例

・
出
生
や
死
亡
な
ど
に
よ
る
も
の

・
婚
姻
に
よ
る
も
の

・
就
学
や
就
労
に
伴
う
転
居
に
よ
る
も
の

問

下
水
道
課

令
和
2
年
度
　
和
歌
山
県
下
水
道
排
水
設
備

工
事
責
任
技
術
者
資
格
認
定
共
通
試
験

●
試
験
日
／
11
月
15
日
（
日
）

●
試
験
会
場
／
和
歌
山
商
工
会
議
所
（
和

歌
山
市
西
汀
丁
36
）

※
11
月
3
日
（
火
・
祝
）、
同
会
場
で
希

望
者
に
受
験
講
習
を
実
施

●
申
込
書
配
布
期
間
／
8
月
11
日
（
火
）

～
9
月
4
日
（
金
）

●
申
し
込
み
方
法
／
8
月
11
日
（
火
）
～

9
月
4
日
（
金
）（
必
着
）
の
期
間
中
、

和
歌
山
県
下
水
道
協
会
に
郵
送
（
特
定

記
録
郵
便
）
で
提
出

●
申
込
書
配
布
場
所
／
下
水
道
課
、
県
庁

下
水
道
課
、
県
下
水
道
公
社
、
各
振
興

局
●
主
催
／
和
歌
山
県
下
水
道
協
会

問

下
水
道
課
・
和
歌
山
県
下
水
道
協
会

修
機
会
の
創
出
を
推
進
す
る
協
議
会
を
設

立
し
ま
す
。

●
協
議
会
で
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

①
有
田
川
町
の
農
業
後
継
者
育
成
お
よ
び

新
規
就
農
者
支
援

②
農
業
研
修
生
の
受
け
入
れ
ま
た
は
年
間

雇
用

③
農
業
経
営
・
栽
培
方
法
に
関
す
る
研
修

会
の
開
催

④
町
が
依
頼
す
る
就
農
フ
ェ
ア
や
就
農
相

談
会
な
ど
へ
の
参
加
協
力

※
こ
こ
で
い
う
農
業
者
と
は
、
有
田
川
町

在
住
で
有
田
川
町
で
営
農
す
る
個
人
ま

た
は
有
田
川
町
内
に
所
在
地
が
あ
る
農

業
法
人
を
い
い
ま
す
。

●
加
入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
／
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
産
業
課
窓
口

ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
書
設
置
場
所
／
産
業
課
窓
口
・
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

申 

問

産
業
課
（
金
屋
庁
舎
）

　
下
水
道

◆
◆
◆

農
業
集
落
排
水
・
簡
易
排
水
の

使
用
人
数
が
変
更
に
な
っ
た
ら

農
業
集
落
排
水
施
設
使
用
料
金
と
簡
易

排
水
処
理
施
設
使
用
料
に
つ
い
て
、
次
の

理
由
な
ど
で
使
用
人
数
に
増
減
が
あ
っ
た

場
合
は
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

●
農
業
集
落
排
水
事
業
実
施
地
区
／
①
田
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